
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

▽
費
用

無
料

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

住
宅
政
策
課

（
直
通
５
３
３
・
３
３
６
０
、
平

日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
）

高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る
方
、
子

育
て
世
帯
、
低
所
得
者
、
被
災
者
な

ど
住
宅
の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す

る
方
の
住
ま
い
探
し
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
た
め
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。専
門
の
相
談
員
が
お
話
を
伺
い
、

住
宅
情
報
等
を
紹
介
し
ま
す
。

▽
期
日

８
月
13
日
㈫
か
ら
毎
週
火

曜
日
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）。
事
前
予
約
制

▽
時
間

●
１
回
目
…
午
前
10
時
〜
10
時
45
分

●
２
回
目
…
午
前
11
時
〜
11
時
45
分

●
３
回
目
…
午
後
１
時
〜
１
時
45
分

●
４
回
目
…
午
後
２
時
〜
２
時
45
分

▽
場
所

市
役
所
内
会
議
室

▽
定
員

各
回
１
組
（
申
込
み
順
）

▽
募
集
す
る
住
戸

表
１
・
２
の
と

お
り

※
詳
し
く
は
、
募
集
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▽
募
集
案
内
配
布
期
間
・
場
所

●
期
間
…
８
月
９
日
㈮
ま
で

●
場
所
…
住
宅
政
策
課
、
市
役
所
１

階
ロ
ビ
ー
、
五
日
市
出
張
所
、
増

戸
連
絡
所

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な

地
域
子
ど
も
育
成
リ
ー
ダ
ー
提
案
事
業
参
加
者
募
集

　
　

み
ん
な
の
居
場
所
「
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
」（
不
登
校
支
援
事
業
）

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

令
和
７
年
あ
き
る
野
市

二
十
歳
を
祝
う
会

　
　
　
　

開
催
の
お
知
ら
せ

児
童
育
成
手
当
の

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

武
蔵
引
田
駅

北
口
土
地
区
画
整
理
事
業

事
業
計
画
変
更
案
の
縦
覧

野
辺
地
区
会
館
の

施
設
の
貸
出
し
を
中
止
し
ま
す

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

居
住
相
談
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
（
支
給
停

止
中
の
方
を
含
む
）
に
、
現
況
届
の

案
内
通
知
を
送
付
し
ま
し
た
。
現
況

届
は
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
る
資

格
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
行

う
も
の
で
す
。
期
限
ま
で
に
提
出
が

な
い
と
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
通
知
が
届
か
な
い
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
期
間

９
月
２
日
㈪
ま
で

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
５
時
15
分

▽
受
付
場
所

こ
ど
も
政
策
課
、
五

日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

※
こ
ど
も
政
策
課
で
は
、
８
月
７
日

㈬
・
28
日
㈬
の
午
後
８
時
ま
で
と

24
日
㈯
の
午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
５
時
15
分
も
受

け
付
け
ま
す
。

▽
対
象

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

●
対
象
者
に
は
、
案
内
は
が
き
を
９

月
中
に
送
付
し
ま
す
。
案
内
は
が

き
が
届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

●
現
住
所
が
市
外
で
、
市
内
の
小
・

中
学
校
を
卒
業
し
、
参
加
を
希
望

す
る
方
は
、
案
内
は
が
き
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
２
次
元
コ
ー
ド
か

ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
当
日
、
待
ち
合
わ
せ
や
歓
談
場
所

と
し
て
、
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
に

「
お
し
ゃ
べ
り
広
場
」
を
開
設
し

ま
す
（
詳
し
く
は
、
案
内
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

▽
問
合
せ

生
涯
学
習
推
進
課
生
涯

学
習
係
（
直
通
５
５
８
・
２
４
３

８
）

▽
日
時

令
和
７
年
１
月
13
日
㈪

午
前
11
時
開
式

▽
会
場

秋
川
キ
ラ
ラ
ホ
ー
ル

▽
対
象

平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方

▽
そ
の
他

電子申請

童
扶
養
手
当
受
給
者
（
支
給
停
止

中
の
方
を
含
む
）

▽
持
ち
物

現
況
届
の
案
内
通
知
に

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

▽
そ
の
他

特
別
児
童
扶
養
手
当
は

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
問
合
せ

こ
ど
も
政
策
課
手
当
助

成
係

児
童
育
成
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
提
出
が
な
い
と
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
既

に
対
象
者
の
方
に
送
付
し
た
現
況
届

に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
同
封

の
返
信
用
封
筒
を
使
い
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届
を
紛
失
さ

れ
た
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
窓
口
で
申
請
す
る
場
合

●
受
付
時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
５
時
15
分
（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
受
付
場
所
…
こ
ど
も
政
策
課
、
五

日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

▽
対
象

児
童
育
成
手
当
受
給
者

▽
持
ち
物

現
況
届
、
窓
口
に
来
ら

れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
な
ど
）、
そ
の
他
の
必
要

書
類
（
該
当
す
る
方
の
み
）

▽
問
合
せ

こ
ど
も
政
策
課
手
当
助

成
係

土
地
利
用
計
画
等
の
変
更
に
伴

い
、
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時

８
月
２
日
㈮
〜
15
日
㈭

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▽
場
所

引
田
相
談
事
務
所

▽
意
見
書
の
提
出
方
法

利
害
関
係

者
で
意
見
の
あ
る
方
は
、
８
月
29

日
㈭（
消
印
有
効
）ま
で
に
、
東
京

都
知
事
宛
て
に
「
住
所
・
氏
名
・

意
見
内
容
」
を
記
入
し
、
郵
送
す

る
か
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

▽
意
見
書
の
提
出
先

東
京
都
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理

課
（
〒
１
６
３

－
８
０
０
１

新

宿
区
西
新
宿
２

－
８

－
１
都
庁
第

二
本
庁
舎
11
階
）

▽
問
合
せ

区
画
整
理
推
進
室
引
田

相
談
事
務
所
（
☎
５
１
８
・
２
９

２
２
）

野
辺
地
区
会
館
の
外
壁
改
修
、
屋

上
防
水
な
ど
の
大
規
模
改
修
工
事
を

行
う
た
め
、
９
月
か
ら
令
和
７
年
３

月
ま
で
、
施
設
の
貸
出
し
を
中
止
し

ま
す
。
工
事
期
間
中
は
、
近
隣
の
公

共
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ご
不

便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

地
域
防
災
課
地
域
安
全

係
（
直
通
５
５
８
・
１
３
９
４
）

学
校
に
行
き
づ
ら
い
お
子
さ
ん
に

居
場
所
を
提
供
し
、
地
域
の
方
と
の

交
流
を
通
じ
て
子
育
て
を
応
援
し
ま

す
。
進
路
や
家
族
に
つ
い
て
の
相
談

も
お
受
け
し
ま
す
。
気
軽
に
遊
び
に

来
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
日
時

８
月
の
毎
週
火
曜
日
と
木

曜
日

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▽
場
所

エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
（
青
い
壁

の
家
、
野
辺
１
１
０
０

－

４
）

▽
内
容

●
６
日
㈫
…
あ
き
る
野
の
母
ち
ゃ
ん

ワ
ン
プ
レ
ー
ト
ラ
ン
チ

●
13
日
㈫
…
怪
談
ば
な
し

●
27
日
㈫
…
あ
き
る
野
の
母
ち
ゃ
ん

ワ
ン
プ
レ
ー
ト
ラ
ン
チ

●
木
曜
日
…
自
習
、
自
分
の
や
り
た

い
こ
と

※
８
日
㈭
・
20
日
㈫
は
お
休
み
で
す
。

▽
対
象

学
校
に
行
き
づ
ら
い
お
子

さ
ん
と
そ
の
家
族
、
居
場
所
の
欲

し
い
方

▽
費
用

無
料

▽
申
込
み
方
法

毎
週
火
曜
日
の
参

加
は
、
事
前
申
込
み
が
必
要
で

す
。
参
加
、
事
前
の
ご
質
問
等

は
、
電
子
申
請
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
毎
週
木
曜
日
の
参
加
は
、
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
主
催

あ
き
る
野
市
地
域
子
ど
も

育
成
リ
ー
ダ
ー

▽
問
合
せ

こ
ど
も
政
策
課
こ
ど
も

政
策
係

ク
マ
の
目
撃
情
報
等
の
通
報

ク
マ
の
目
撃
情
報
等
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
通
報
し
て
く
だ
さ

い
。

●
人
に
被
害
が
出
そ
う
な
場
所
（
民

家
の
近
く
等
）
で
の
目
撃
…
局
番

な
し
の
「
１
１
０
番
」
通
報

●
痕
跡
、
過
去
の
目
撃
…
環
境
政
策

課
環
境
政
策
係
（
☎
５
９
５
・
１

１
１
０
、
平
日
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分
）

れ
ま
す
。

▽
申
込
み
受
付
期
間

●

期
間
…
８
月
９
日
㈮
ま
で
（
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
８
日
㈭

（
消
印
有
効
）
ま
で

▽
抽
選
会

同
一
条
件
の
申
込
者
数

が
募
集
戸
数
を
超
え
た
場
合
は
、

抽
選
と
な
り
ま
す
。

●
期
日
…
９
月
２
日
㈪
（
予
定
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ

住
宅
政
策
課

（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４

二
宮

３
５
０
）

▽
売
却
物
件

表
３
の
と
お
り

▽
受
付
期
間

８
月
２
日
㈮
〜
10
月

31
日
㈭
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分
（
正
午
〜
午
後
１
時

を
除
く
）

▽
必
要
書
類

市
有
地
売
払
い
申
込

書
、
宣
誓
書
、
住
民
票
（
発
行
か

ら
３
か
月
以
内
の
も
の
、
法
人
の

場
合
は
、
履
歴
事
項
全
部
証
明

書
）

▽
そ
の
他

申
込
み
案
内
と
様
式

は
、
契
約
管
財
課
で
配
布
し
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

受
付
期
間
中
に
必

要
書
類
を
直
接
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

契
約
管
財
課

契
約
管
財
係

表１　一般世帯向け住戸
住宅名 秋留野ハイツ
所在地 秋川3-2-7
間取り ３ＤＫ ２ＤＫ
世帯人数 ３人以上 ２人
募集戸数 1戸 1戸

主な資格要件

・ 現に住宅に困窮していることが明らか
であること。
・ 市内に１年以上居住し又は勤務してい
ること。
・ 申込者及び同居者の収入が所定の基準
以下であること。

表２　高齢者専用住戸
住宅名 雨間ハイツ
所在地 雨間533-1
間取り ２ＤＫ
世帯人数 ２人
募集戸数 1戸

主な資格要件

・ 現に住宅に困窮していることが明らか
であること。
・ 市内に１年以上居住していること。
・ 申込者及び同居者の収入が所定の基準
以下であること。
・ 申込者及び同居者の年齢が60歳以上で
あること。

昨年度の様子

敷地南西から撮影

表３　売却物件
物件番号 １
所在地番 戸倉字上田357番1
地　目 宅地
地　積 305.38㎡
用途地域 指定のない区域（市街化調整区域）
建ぺい率 40％
容積率 80％
売却価格 3,150,000円

市有地を売却します（申込み順）

電子申請

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹（3） 令和６年（2024年）８月１日


